
生活保護費の支給通知様式が変わります
～令和８年３月支給分から～

●変更ポイント

毎月の生活保護費の支給通知については、従来のはがきで

はなく、Ａ４様式の通知書が封筒で届きます。

●変更イメージ

小樽市福祉保険部生活支援第1課・第2課

通知書例

・支給額の内訳が記載されます。

●生活保護費の決定を遡って行った際、通知書が１つの封筒で複数枚郵送される

場合があります。支給される額は、各月の支給額を合計した金額になります。

●支給額に変更がない場合、通知書は届きませんので前月分を御確認ください。
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